
＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○農家・非農家の連携による集落の活性化

１．集落協定の概要

市町村・協定名 千葉県鴨川市釜沼北
かもがわしかまぬまきた

協定面積 田(86％) 畑(14%) 草地 採草放牧地

13.9ｈａ 水稲 果樹

交付金額 個人配分 50％

252万円 共同取組活動 道路水路管理・改修 34％

(50%) 農地管理・多面的機能・有害鳥獣 10％

会議費等 6％

協定参加者 農業者21人、非農業者 1名（構成員22人）

２．取組に至る経緯

・当該地区はほ場整備がされておらず、地形的な耕作条件に加え、近年の有害獣によ

る農作物への被害拡大により、地域の営農意欲が損なわれており、耕作放棄が懸念さ

れていた。中山間地域等直接支払制度が創設されたことをきっかけに、集落内での話

し合いが活発になり、度重なる協議の結果、協定締結に至った。

３．取組の内容

・本制度期間においては、総延長約3ｋｍに及ぶ水路を中心とした農道の整備を行うこ

とで、農業用の水利確保や管理の省力化、加えて生活環境においても安全を確保して

いる。また、移住者の新規就農をサポートし、共同で棚田オーナー制度に取り組むな

ど、非農家等とも連携し集落一丸となって、集落の活性化に努めている。

・年々増大するイノシシ被害防止のための電気柵についても、共同でその維持管理に

当たっている。

【集落内の水路・農道の整備】 【棚田オーナー制度による田植】



【集落の将来像】
水稲栽培の兼業農家が多い本地区では、農業従事者の高齢化が進み、後継者がいない農家も徐々に増

えてきているが、規模拡大の意欲のある地域の担い手もいることから、共同取組活動を推進する中で、
集落営農組織化に向けた取組みを目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
土地利用調整や農作業の受委託を進めるとともに、制度を利用して導入した鳥獣害防止のための電気
柵の維持管理等を効率的に進めるため、集落内での役割分担を明確化し、共同での取組を一層強固な
ものとする。

［活 動 内 容]

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 景観形成 鳥獣害防止
（農地の法面への植栽） （電気柵の点検修理）

個別対応
個別対応

共同取組活動
農道・水路の保全管理
農道3回・水路2回

新規就農者の確保
（1名）

共同取組活動
個別対応・共同取組活動

農道水路の改修

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等

・本取組は、水路を中心とした農道整備であるが、水利の確保や農道の維持管理の省

力化、農業機械の安全面での向上を目的に、5年間かけて集落隅々まで整備を行った

結果、幅員の狭い農道での生活面での安全性も高めることができ、本活動の理解促進

に繋がった。また、移住者の新規就農に際しても、集落全体でフォローする等、農村

特有の意識からの脱却が認められている。

・今後、集落内の土地利用調整や農作業の受託や、制度を活用して設置した電気柵の

維持管理、体験農業（オーナー制度）等を行い、さらに集落の活性化を図るためには、

集落内における役割分担の明確化を図るとともに、都市農村交流事業の活用等が必要

と思われる。

[平成21年度までの主な成果]

○ 新規就農者の確保（目標1名、H21実績1名）

○ 多面的機能の発揮に向けた非農家等との連携（共同取組活動への参加 非農家1名、非対象農家2名）


